
山 梨 県 建 設 工 事 成 績 評 定 要 領                         

 

 

（目 的） 

第１ この要領は、山梨県建設工事検査要綱(以下｢検査要綱｣という｡)第 12 条の規定に 

より山梨県が発注する建設工事（以下｢工事｣という。）に係る成績の評定(以下｢評定｣ 

という｡)について必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負 

業者の適正な選定及び指導育成に資するものとする。 

 

（評定の対象工事） 

第２ 評定の対象は、原則として１件の請負金額が５００万円を超える工事について行

うものとする。ただし、公共工事適正化連絡会議において評定を行う必要がないと認

めたものについては、評定を省略することができる。 

 

（評定の内容） 

第３ 評定は、工事ごと独立して次に掲げる事項について行うものとする。 

 一 工事成績：工事の施工状況、目的物の品質等を評価 

 二 工事の技術的難易度：構造物条件、技術特性等工事内容の難しさを評価 

 

（評定者） 

第４ 第３の評定を行う者(以下｢評定者｣という。)は、次に掲げる者とする。 

 一 工事成績の評定者は、工事の請負契約についての検査を行う者(総合評定者)及び 

 監督を行う者(第一次評定者及び第二次評定者)とする。 

 二 工事の技術的難易度の評定者は、第二次評定者とする。 

２ 前項第一号に掲げる評定者については、別表に定めるものとする。 

 

（評定の方法） 

第５ 評定は、監督、検査その他必要な事項について、工事ごと、評定者ごとに独立し 

て的確かつ公正に行うものとする。 

  ただし、１件の工事について評定者が二人以上ある場合においては、それらの者が 

協議して評定するものとする。  

２ 評定の結果は、別に定める工事成績評定表及び工事の技術的難易度評価表（以下 

「評定表等」という。）に記録するものとする。 

３ 評定は、山梨県建設工事執行規則第３６条第７項に規定する修補が必要とされると 

きは、当該修補が行われる前の状態で評価するものとする。 

 

（評定の時期） 

第６ 総合評定者は山梨県建設工事検査要綱第２条第７の検査を実施したときに、第一

次評定者及び第二次評定者は工事が完成したときに、それぞれ評定を行うものとす

る。 

２ 工事の技術的難易度の評定は、工事が完成したときに行うものとする。 

 

(評定表等の提出） 

第７ 評定者は、評定をおこなったときは、遅滞なく、評定表等を当該工事について所

轄する所属（以下「所轄所属」という。）の長に提出するものとする。 

 

(評定表等の保管) 



第８ 評定表等については、所轄所属で保管するものとする。 

 

（評定結果の通知） 

第９ 所轄所属の長は、評定表等の決裁終了後、遅滞なく当該工事の請負者及び技術提 

案を行った者に対して、評定の結果を別に定めるところにより通知するものとする。 

 

（評定の修正） 

第 10 所轄所属の長は、第９の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認めら

れた場合は、修正しなければならない。 

２ 所轄所属の長は、前項の修正が行われたときは、遅滞なく、その結果を当該工事の 

請負者に通知するものとする。 

 

（説明請求等） 

第 11 第９又は第 10 による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して 14 日（「休 

日」を含む。）以内に、書面により通知を行った所轄所属の長に対して評定の内容に 

ついて、説明を求めることができる。 

２ 所轄所属の長は、前項による説明を求められたときは、書面により回答するものと 

する。 

 

（再説明請求等） 

第 12 第 11 第２項の回答を受けた者は、説明に係る回答を受けた日から起算して 14 
日（「休日」を含む。）以内に、書面により所轄所属の長に対して、再説明を求める 

ことができる。 

２ 所轄所属の長は、前項による再説明を求められたときは、所轄所属に設けられた「工 

事成績評定評価委員会」の審議を経て書面により回答するものとする。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この要領は、平成９年 10 月１日から施行する。 

２ この要領は、平成 14 年４月１日から施行する。 

３ この要領は、平成 18 年４月１日から施行する。 

４ この要領は、平成 19 年４月１日から施行する。  

５ この要領は、平成 19 年 10 月１日から施行する。 

６ この要領は、平成 23 年４月１日から施行する。 

７ この要領は、平成 25 年４月１日から施行する。 

８ この要領は、平成 27 年４月１日から施行する。 

９ この要領は、平成 28 年６月１日から施行する。 

10 この要領は、平成 30 年４月１日から施行する。 
11 この要領は、令和２年 10 月１日から施行する。 
12 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 
13 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

       土木工事成績評定 様式 

 

 

・別記様式第 1 工事成績採点表 

 

 

・別記様式第 2 細目別評定点採点表 

 

 

・別記様式第 3 工事成績評定表 

 

 

・別紙－1①～⑧  考査項目別運用表  第 1 次評定者 

 

 

・別紙－2①～④   考査項目別運用表  第 2 次評定者 

 

 

・別紙－3①～○30    考査項目別運用表  総合次評定者 

 

 

・別紙－4  記入方法及び留意事項 

 

 

・別紙－5①～④ 「施工プロセス」のチェックリスト（案） 
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       建築工事成績評定 様式 

 

 

・別記様式第 1 工事成績採点表 ※土木工事を準用 

 

 

・別記様式第 2 細目別評定点採点表 ※土木工事を準用 

 

 

・別記様式第 3 工事成績評定表 ※土木工事を準用 

 

 

・別紙－１①～⑪  考査項目別運用表（営繕工事） 第 1 次評定者 

 

 

・別紙－2①～④   考査項目別運用表（営繕工事） 第 2 次評定者 

 

 

・別紙－3①～⑧   考査項目別運用表（営繕工事） 総合次評定者 

 

 

・別紙－5①～③ 「施工プロセス」のチェックリスト（案） 



工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表（営繕工事）  

別紙１-⑪ （ 第一次評定者 ）

考 査 項 目 細　別 

５.創意工夫 Ⅰ.創意工夫
　 　

　

　

　

□ 安全仮設備等の工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
□ 安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫
□ 現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫 　

□ 酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫
　

　

 □　（該当技術数：）ＮＥＴＩＳ登録技術のうち事後評価実施済み技術（「有用とされる技術」を除く）を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。（１点）

評点： 点
（最大７点）

※１．特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
※２．該当する数と重みを勘案して評価する。１項目１点を目安とするが、項目により１、２、３点で評価し、最大７点の加点評価とする。
※３．上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体の内容を記載して加点する。なお、総括職員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。
※４．入札時の総合評価の提案に係る項目は評価しない

 ※６．レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。
※５．施工合理化技術（プレハブ化、ユニット化、自動化施工（ICT施工、ロボット活用等）、BIM、ASP等を活用 したもので施工の合理化に資するものに限る。）を採用した場合。

書等を確認した上で評価する。ただし、加点対象は受注者側から新技術活用を提案した場合のみとし、発注者が指定し活用した場合は加点措置を行わないものとする。

□　（該当技術数：）ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。（３点）

以下の項目の評価にあたっては、活用効果調査表の提出が不要な場合を除き、発注者及び受注者の双方による全ての活用効果調査表、新技術活用計画書・実施報告

□　（該当技術数：）ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。（２点）

※ここで「有用とされる技術」とは、「公共工事等における新技術活用システム」実施要領で定める「活用促進技術」、「推奨技術」、「準推奨技術」、「評価促進技術」等をいう。

※複数の技術の評価にあたっては、活用した技術数に応じ複数の評価項目を選択することを可能とするが、最大３点の加点とする。複数の技術が同一の評価項目に該当し

【創意工夫の詳細評価】工夫の内容及び具体的内容を記載

□　出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫

□　その他（理由： ）

□　改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫
□　作業時における作業環境改善等の工夫

□ 施工計画書または写真記録等に関する工夫

た場合、該当技術数に対し各項目の加点点数を掛け合わせたものを評価の点数とするが、この場合も最大３点の加点とする。

□　出来形の管理等に関する工夫

□　ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫

【その他＜新技術活用＞※新技術に関する下記５項目での加点は最大３点とする。】

□ その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

□　測量・位置出しにおける工夫
【準備・後かたづけ】

□　ＣＡＤ、施工管理ソフト等の活用
□　施工合理化技術(※5)を活用した施工管理の工夫

□　現地調査方法の工夫
□　その他（理由： ）

【安全衛生関係 】　

□ 周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫

【施工管理関係】

【品質関係 】　　

□　建築材料・機材の検査・試験に関する工夫

□ その他（理由： ）

□　仮設施工等の工夫
□　既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫

□　施工管理及び品質向上等の工夫

□　作業の安全性向上のための施工方法等の工夫

□ 集計ソフト等の活用と工夫

□ プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫

【施工関係】　

□　型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫
□　運搬車両・施工機械等の工夫

□　照明・視界確保等の工夫
□　仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫

□ 躯体工事の品質管理の工夫

□　その他（理由： ）

□ 　保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫

評　価　対　象　項　目

□　土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫

□ 施工の検査・試験に関する工夫
□　品質記録方法の工夫

□　建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法に工夫
□　電気設備工事等の配線、配管等の工夫
□　暖冷房衛生設備工事等の配管、ダクト等の工夫

□　工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取り組み

□　（該当技術数：）ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が従来技術と同程度である。（１点）

 詳細評価内容

 詳細評価内容

 詳細評価内容

 詳細評価内容

 詳細評価内容

 詳細評価内容

□　（該当技術数：）ＮＥＴＩＳ登録技術のうち事後評価実施済み技術（「有用とされる技術」を除く）を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。（２点）

□　施工に伴う器具・工具・装置類の工夫

□ その他（理由： ）



工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表　（営繕工事）  

別紙２－②－1 （ 第二次評定者 ）

考 査 項 目 細　別 

４．工事特性 Ⅰ．施工条件等

　　への対応

※上記の対応事項に１つ以上レ点が付けば２点の加点とする。

　

【技術評価事例】

　・地下水位が高く、ウエルポイント等の排水設備が必要な工事

　・液状化対策工法や地盤改良を伴う工事

　・冬期施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度の管理や施工

　　スペースの制限を受けた工事

　・その他、廃棄物を積極的に県内で処理し、廃棄物の自県内処理意識を高めた工事。

評点＝　　　点

　 （リサイクルできない廃棄物がある場合のみ）

評点＝　　　点

評点＝　　　点

Ⅲ建物固有の施工技術の難しさへの対応

□ 建築材料、設備機材、工法について、提案がある場合

評点＝　　　点

□ 設計条件として、工法、材料及び設備システム（機材を含む）の特殊性

Ⅱ建物固有の機能の難しさへの対応

□　その他

□　その他

)

□　対象建物の耐震レベル

□　湧水の発生、地下水の影響（地盤掘削時）

 　詳細評価内容：

□　軟弱地盤，支持地盤の影響

   ・建築工事で官庁施設の総合耐震計画基準においてⅠ類及びＡ類に属する工事

   ・電気又は暖冷房衛生設備工事で官庁施設の総合耐震計画基準において甲類に属する工事　

　

　

( )

　【技術評価事例】

□ 制約条件等があり、施工難度が特に高い場合

□　建物機能の特殊性

※上記の対応事項に１つ以上レ点が付けば２点の加点とする。

　・パイロット工事又は特異な試験フィールド工事で特許工法等の技術的に検討が必要な工事

　・特殊な工法及び材料等を採用した工事

　・免震設備を設ける工事

　・大規模な山留め工法が必要な工事

   ・研究施設、美術館等、特殊機能・設備のある建物

　

※上記の対応事項に１つ以上レ点が付けば２点の加点とする。

 　詳細評価内容：

□　延べ面積10,000ｍ2以上の建物

□　大空間のホール等を有する建物

(

□　地上９階以上又は建物高さ３１ｍ以上の建物

　【技術評価事例】　

対     応     事     項 【 事 例 】 具 体 的 な 施 工 条 件 等 へ の 対 応 事 例

Ⅰ建物規模への対応

□　雨・雪・風・気温等の影響

□　その他
( )

　・特殊な設備システムの採用した工事

Ⅳ厳しい自然・地盤条件への対応

 　詳細評価内容：

　・敷地内又は周辺部の工作物、配管・配線等の大規模な移設、切り回しを行う工事

　・仮設備等を設け、システムを停止することなく配管・配線等の大規模な盛替え等を必要とする改修工事

　

 　詳細評価内容：

□ その他（理由： ）

※上記の対応事項に１つ以上レ点が付けば２点の加点とする。



工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表　（営繕工事）  

別紙２－②－2

４．工事特性 Ⅰ．施工条件等 【技術評価事例】

　　への対応

　

（最大20点）

評点計＝　　点

※３．評価にあたっては、第一次評定者等の意見も参考に評価する。

※２．第一次評評定者が評価する「創意工夫」との二重評価は行わない。

　・場内に汚水処理装置（水替え）を必要とする工事

　・住居専用地域等で、騒音などの時間規制が条例で定められている工事

□ 地中埋設物等の作業障害

□ 工事の影響に配慮すべき建物等の近接物

□ 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮

□ その他（理由： ）

※上記の対応事項に１つ以上レ点が付けば２点の加点とする。

評点＝　　　点

【災害等での臨機の措置】

【施工状況（条件）に対応した施工・工法等】

　□ 特に困難な調整を要する他工事（近接工区）の請負者が複数ある工事

　□ 外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人等の動線がある工事

評点＝　　　点  　詳細評価内容：

　□ 地震、台風などにおいて、適切に臨機の対応を行った工事

　　　を受けた工事

　□ 12ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事（全面一時中止期間は除く）

　□ 工事の実施にあたり、各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限

※１．工事特性は、最大２０点の加点評価とする。

 ※４．レ点を付した評価対象項目について、評価内容を詳細評価内容欄に記載する。

　□ 工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事

　□ 特殊な室などで、工種が輻輳し困難な調整を要する工事

　□ 休日・夜間作業が工程の過半を超える工事

　□施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受

Ⅵ施工現場での対応

【長期工事における安全確保への対応】

　□ 施設を使用しながらの工事で、工程的な制約が特に厳しい工事

□ 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮

　　　けた工事

Ⅴ厳しい周辺環境等、社会条件への対応

 　詳細評価内容：

　

　□ その他（理由： ）

※上記の対応事項に１つ以上レ点が付けば４点の加点とし、最大１０点とする。

　・工事に支障をきたす地中埋設物、酸欠、有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事

　・工事場所周辺に近接工事があり、困難な調整を要する工事

  □同一敷地内における施設を使用しながらの建て替え工事で、工程の制約等が特

　　に厳しい工事

　・有線電気通信法による届出が必要なテレビ電波障害対策工事で、困難な調整を行った工事



工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表 （営繕工事） 

別紙２-③ （ 第二次評定者 ）

６．社会性等 Ⅰ．地域への貢献等 a ＋10.0

a’ ＋7.5

　 b ＋5.0

b’ ＋2.5

c 0

※１．第二次評定者は、監督員の意見を参考に総括的な評価を行う。
※２．評価に当たっては評価対象項目のレ点の数にとらわれず、一項目でも評価する内容が充実している場合は、総合的な視点で判断し評価する。
※３．地域への貢献とは、工事の施工に伴って、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について加点評価する。
 ※４．レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。

　

評価＝
     ●判断基準
     上記該当項目を総合的に判断して、ａ、ａ’、ｂ、ｂ’、ｃ評価を行う。

□　「溶融スラグ有効利用ガイドライン」に規定された製品の積極的利用。
□　廃棄物を積極的に県内で処理し、廃棄物の自県内処理に貢献した。（リサイクルできない廃棄物がある場合）
□　その他：（理由：）

｢評価対象項目｣

□　災害時等に地域への救援活動等に協力した。
□　周辺地域の環境保全、生物保護等について、具体的な対策をした。
□　現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との調和を図った。
□　広報活動や現場見学会等を実施して、地域とのコミュニケーションを図った。
□　地域イベントへの協力やボランティア活動等への協力や参加をした。

地域への貢献が優れている

地域への貢献がやや優れている

地域への貢献が良好である

地域への貢献がやや良好である

他の評価に該当しない




